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23―00 P U D T 
 

代理人一般 

 

１．  代理の意義 

代理とは、他人（代理人）の独立の行為（意思表示）によって、本人が直接

にその法律効果を取得する制度である。 

 

２．  代理人の能力 

民法上では代理人は行為能力者（行為能力の制限を受けない者）であること

を必要としない（民§102）と規定されているが、特許に関する手続については、

特許法において、未成年者、成年被後見人は、法定代理人によらなければ手続

できない（特§7①、実§2 の 5②、意§68②、商§77②）と規定していること

からみて、行為能力の制限を受ける者が代理人となることは好ましくない。 

もし、無能力者が代理人として手続したときは、手続をする者の代理人がそ

の手続をするのに適当でないとして改任を命じる（特§13②、実§2 の 5②、意

§68②、商§77②）ことができると考えられる。 

 

３．  代理権 

(1) 発生原因 

ア  任意代理人（→23―02） 

(ア) 委任による代理人（→23―02） 

(イ) 特許管理人（→23―04） 

(ウ) 指定代理人（→23―03） 

任意代理人の代理権は、本人、代理人間の授権行為により発生する。 

イ  法定代理人（→23―01） 

(ア) 一定の地位にある者が法律上当然に法定代理人となるときは、その当

該法規が代理権発生の原因である（民§818、§840）。 

(イ) 裁判所が決定し、選任し又は遺言者が指定したときには、この選任、
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法定又は指定の行為が代理権発生の原因である（民§25、§26、§841、§

918、§943、§952、§1010、§839、§1006）。 

(2) 範囲 

ア  任意代理人 

(ア) 委任による代理人 

授権の内容によって定まる。ただし、特別の授権を得なければ、出願の

変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、

請求、申請若しくは申立ての取下げ、特許出願等に基づく優先権の主張

（特§41①、国内優先権の主張）若しくはその取下げ、実用新案登録に基

づく特許出願（特§46 の 2①）、出願公開の請求、特許権の放棄、拒絶査

定不服の審判若しくは意匠、商標登録出願における補正却下の不服の審判

の請求又は復代理人を選任することができない（特§9、実§2 の 5②、意

§68②、商§77②）。 

(イ) 特許管理人 

特別授権（特§9）を含む一切の手続及び特許法又は特許法に基づく命令

の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。

ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限り

でない（特§8②、実§2 の 5②、意§68②、商§77②）。 

(ウ) 指定代理人 

授権の内容によって定まる。 

イ  法定代理人 

それぞれの法定代理人についての規定により定まる（例えば、民§28、§

824、§859、特§7③、実§2 の 5②、意§68②、商§77②）。 

(3) 消滅 

ア  任意代理人（→23―02 の２．） 

イ  法定代理人（→23―01 の３．） 

(4) 無権代理（→23―07） 

 代理人と称して行為をする者が正当なる代理権を有しないとき。 

 

４．  代理行為 
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https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_4-Ch_4-Se_2-At_824
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(1) 本人のためにする意思があること。 

(2) 代理意思の表示があること。 

(3) 代理人自身の法律行為であること。 

 

５．  双方代理 

双方代理とは、ある法律行為の当事者双方の代理人となることをいい、特許

（商標登録）異議申立事件、審判請求事件において、双方代理は原則として不

適法である。なお、双方代理は民法の規定でも禁止されている（民§108）。 

当事者の指摘等により、この点が問題となったときには、これについて審理

し、そのような事実が判明すれば不適法な申立て、請求として決定、審決をも

って却下する（特§135、実§41、意§52、商§43 の 14①、§56①、§68④）。 

 (注) 弁理士法との関係において、弁理士及び弁理士法人が業務を行っては

ならないと規定された「受任している事件の相手方からの依頼による他

の事件」（弁理§31 三及び§48①三）には、特許（商標登録）異議申立

事件、審判請求事件及び審決取消訴訟事件が含まれると解され、この規

定に違反してなされた手続は、当事者適格を判断する以前に、無効な手

続となると解され、当然不適法な申立て、請求となる。 

しかし、相手方が異議を述べない場合は、手続を進めても問題はない

と解されることから、特許庁側から当事者に対して、弁理士法違反につ

いて積極的に意見を求める必要はなく、一方当事者が申し立ててきた時

点で審尋等の手続をとり、弁理士法違反の事実があるか否かを審理すれ

ば足りる。 

（参考）最一小判昭 44.2.13（昭 43（行ツ）78 号） 

    東高判平 4.9.16（平 4（行ケ）32 号） 

  

６．  共同代理 

共同代理とは、数人の代理人が共同してのみ代理権を行使できる代理をいう。

ただし、特許に関する手続については、その手続をする者の代理人が二人以上

あるときは、特許庁に対しては各人が本人を代表する（特§12、実§2 の 5②、

意§68②、商§77②）。 
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（改訂 R5.12） 


